
伊
勢
を
創
っ
た
太
田
小
三
郎 

青
春
記  

                

現
代
御
師
再
考
塾 

太
田
小
三
郎
研
究
室 

秋 

田 

耕 

司 

は
じ
め
に 

   

御
幸
道
路
倉
田
山
の
大
鳥
居
の
そ
ば
に
太
田
小
三
郎
君
紀
功

碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
広
場
が
あ
る
け
れ
ど
、
令
和
元
年
（二
○

一
九
年
）九
月
に
神
宮
司
庁
に
よ
り
、
玉
砂
利
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、

清
浄
な
雰
囲
気
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
小
三
郎
フ
ア
ン
に
と
っ
て

誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
そ
の
碑
の
説
明
文
な
ど
に
解
説
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
勢
で
は
、
太
田
小
三
郎
は
九
州
生
ま
れ
で
、

明
治
五
年(

一
八
七
二
年)

、
二
十
七
歳
の
時
、
古
市
の
三
大
妓
楼

の
一
つ
、
備
前
屋
の
主
人
と
な
っ
て
か
ら
彼
を
中
心
と
し
て
、
明

治
十
九
年(

一
八
八
六
年)

「

 

神
苑
会
」を
結
成
し
、
日
本
の
総
鎮

守
と
し
て
伊
勢
神
宮
を
、
そ
の
門
前
町
と
し
て
宇
治
山
田
（現
、

伊
勢
市 

明
治
二
十
二
年
に
宇
治
と
山
田
が
合
併
し
て
町
と
な
っ

た
。
）を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「

 

神
都
」と
し
て
整
備
し
た
こ
と
は
、

伊
勢
市
民
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

簡
単
に
そ
の
実
績
を
再
確
認
す
る
。 

 
 

宇
治
橋
内
な
ど
両
宮
の
そ
ば
に
あ
っ
た
民
家
・商
家
・御
師
邸

を
撤
去
し
て
、
現
在
の
よ
う
に
、
祈
り
の
場
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

静
寂
で
清
々
し
い
神
苑
を
整
備
し
た
こ
と
を
初
め
、
二
見
に
要
人

の
迎
賓
館
と
し
て
賓
日
館
を
、
ま
た
、
倉
田
山
に
、
遷
宮
毎
に
作

り
直
さ
れ
る
宝
物
を
展
示
す
る
徴
古
館
や
農
業
技
術
の
伝
承
を

図
っ
た
農
業
館
ほ
か
、
天
皇
か
ら
の
御
物
を
展
示
す
る
神
宮
撤
下

御
物
拝
観
所
、
古
来
か
ら
の
書
籍
を
集
め
た
神
宮
文
庫
な
ど
を

建
設
し
配
置
し
た
。 

 
 

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
全
国
と
を
有
機
的
に
結
合
す
る
た
め
、

参
宮
鉄
道
㈱
設
立
（明
治
二
十
二
年
）に
よ
る
鉄
道
（現
、
Ｊ
Ｒ
参

宮
線
）の
開
通
や
、
宮
川
電
気
㈱
（明
治
二
十
九
年
創
立
）に
よ
る

路
面
電
車
（三
重
交
通
神
都
線 

昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）廃

線
）
の
運
行
を
行
い
、
御
幸
道
路
を
整
備
し
て
、
全
国
か
ら
の
参

詣
の
た
め
交
通
の
便
も
図
っ
た
。
さ
ら
に
、
宮
川
電
気
㈱
は
発
電

事
業
（現
、
中
部
電
力
）や
都
市
ガ
ス
の
供
給
（現
、
東
邦
ガ
ス
）も

行
い
、
山
田
銀
行
㈱
の
設
立
（明
治
二
十
七
年
）な
ど
の
金
融
事

業
も
行
っ
て
、
産
業
の
基
盤
で
あ
る
経
済
的
イ
ン
フ
ラ
を
も
総
合

的
に
整
備
し
て
い
て
、
小
三
郎
は
正
に
、
「

 

（近
代
）伊
勢
を
創
っ

た
太
田
小
三
郎
」と
呼
ぶ
こ
と
が
相
応
し
い
。  

 
 

 
 

し
か
し
、
九
州
生
ま
れ
の
小
三
郎
が
な
ぜ
、
伊
勢
に
定
住
し
て

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
し
得
た
の
か
、
に
つ
い
て
語
る
資
料
は
な
か

な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
限
り
あ
る
資
料
を
突
き
合
わ
せ

て
、
小
三
郎
が
九
州
で
誕
生
し
て
か
ら
古
市
妓
楼
「

 

備
前
屋
」の

主
人
に
な
る
ま
で
の
青
春
期
を
考
察
し
て
み
る
が
、
史
料
が
殆
ど

な
い
た
め
、
史
実
を
背
景
に
、
大
い
な
る
想
像
に
よ
っ
て
執
筆
し
た

も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。 

  

小
三
郎
誕
生
と
背
景 



   

小
三
郎
は
備
前
屋
の
主
人
に
な
る
前
は
鷹
羽
匡

一
（以
下
、

「

 

匡

一
」）と
言
っ
た
。
幕
末
期
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
年
）、
豊

前
国
田
川
郡
彦
山
村
英
彦
山
ひ
こ
さ
ん

の
「

 

霊
仙
寺
」に
て
、
鷹
羽
寿

一
郎
の
三
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
鷹
羽
家
は
代
々
、
座
主
家
執
当

と
い
う
寺
の
重
職
に
あ
っ
た
。
座
主
と
は
住
職
の
最
上
位
の
別
称

で
あ
る
の
で
そ
の
世
話
役
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  

豊
前
国
は
現
在
の
福
岡
県
南
部
か
ら
大
分
県
北
部
に
ま
た
が

っ
て
あ
っ
た
国
で
、
英
彦
山
は
そ
れ
ら
の
県
境
に
位
置
し
て
い
て
、

現
在
の
小
倉
市
に
城
を
構
え
る
小
倉
藩
が
所
管
し
て
い
た
け
れ

ど
、
霊
仙
寺
は
日
本
三
大
修
験
の
霊
場
と
し
て
神
仏
が
習
合
し

た
別
格
本
山
と
さ
れ
、
小
倉
藩
か
ら
は
緩
や
か
な
自
治
が
認
め

ら
れ
て
い
た
。 

  

霊
仙
寺
を
所
管
す
る
小
倉
藩
は
、
初
代
藩
主
小
笠
原
忠
真
た
だ

ざ
ね

の
母
が
家
康
の
孫
に
あ
た
り
、
西
国
譜
代
大
名
の
筆
頭
と
し
て

幕
臣
中
の
幕
臣
で
あ
り
、
幕
府
を
補
佐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
強
い
考
え
を
も
っ
た
佐
幕
（幕
府
を
補
佐
す
る
意
）思
想
が

強
か
っ
た
。
し
か
も
関
門
海
峡
に
面
し
た
海
路
交
通
の
要
衝
、
門

司
を
守
護
す
る
大
き
な
役
目
を
担
っ
て
い
た
。
対
岸
に
は
尊
王
攘

夷
派
の
長
州
藩
の
下
関
が
あ
る
。 

  

反
面
、
「

 

霊
仙
寺
」
の
始
祖
は
皇
族
の
出
で
あ
り
、
も
と
も
と

尊
王
（尊
皇
・勤
皇
・勤
王
と
も
い
う
が
こ
こ
で
は
「

 

尊
王
」に
統

一
す
る
。
）思
想
が
強
か
っ
た
が
、
幕
末
に
は
座
主
（の
ち
の
高
千

穂
教
有
き
ょ
う
ゆ
う

）
の
母
が
関
白

一
条
忠
良
た
だ
よ
し

の
息
女
で
三
条
実

美
さ
ね
と
み

の
祖
父
公
修
き
ん
お
さ

の
養
女
、
つ
ま
り
、
実
美
の
叔
母
で
当

た
る
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
公
卿
と
の
結
び
つ
き
も
、
そ
し
て
尊
王

思
想
も

一
層
、
強
固
に
な
っ
て
い
た
の
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。 

 

三
条
実
美 

   
な
ぜ
、
こ
こ
で
三
条
実
美
が
紹
介
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
の

ち
ほ
ど
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
幕
末
の
出
来
事
を

ま
と
め
上
げ
、
明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
て
、
明
治
政
府
の
礎
を
主

導
し
た
の
は
明
治
政
府
最
初
の
宰
相
と
し
て
太
政
大
臣
と
な
っ
た

三
条
実
美
（以
下
、
実
美
と
い
う
。
）
の
功
績
が
大
き
か
っ
た
か
ら

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼
が
誕
生
す
る
頃
の
背
景
を
説
明
し

ま
す
。 

  

実
美
が
誕
生
す
る
天
保
年
間
（天
保
元
～

一
五
年

一
八
三
○

～
四
四
年
）は
、
国
内
で
は
大
飢
饉
が
発
生
（天
保
四
～
十
年
）し
、

困
窮
し
た
民
衆
に
同
情
し
て
大
塩
平
八
郎
の
乱
（天
保
八
年
）な

ど
が
勃
発
す
る
よ
う
な
有
様
で
あ
り
、
中
国
「

 

清
」で
は
イ
ギ
リ

ス
と
ア
ヘン
戦
争
（天
保
十

一
～
二
年
）を
行
っ
て
大
敗
し
、
不
平

等
条
約
が
締
結
さ
れ
て
、
国
が
滅
び
る
よ
う
な
衰
退
を
招
い
て
い

る
。
そ
ん
な
内
憂
外
患
の
有
様
で
、
民
衆
や
国
内
各
藩
の
不
安
が

幕
府
への
不
信
感
と
し
て
高
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
朝
廷
で
も
長
年
、

膠
着
し
た
摂
関
政
治
（
一
部
の
家
柄
し
か
政
治
を
司
る
摂
政
や

関
白
に
な
れ
な
い
）
制
度
への
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
中
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
年
）に
は
浄
瑠
璃｢

伊
勢
音
頭
恋
寝

刃｣

が
大
阪
で
上
演
さ
れ
た
り
、
伊
勢
で
は
古
市
が
最
盛
期
を
迎

え
て
い
る
が
、
「

 

麻
吉
」が
火
災
で
焼
失
す
る
な
ど
も
あ
っ
た
時

代
で
あ
る
。 

  

そ
の
よ
う
な
背
景
の
中
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
年
）、
実
美
は
、

父
、
贈
右
大
臣 

実
万
さ
ね
つ
む

、 

母
、
土
佐
藩
主 

山
内
豊
策
の
娘 

紀
子
の
四
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
匡

一
よ
り
八
歳
年
上
で
あ
る
。

三
条
家
は
元
々
、
坂
本
龍
馬
が
い
た
土
佐
藩 

山
内
家
と
縁
戚
の

関
係
に
あ
っ
て
、
ま
た
、
毛
利
家
や
そ
の
領
国
で
あ
る
周
防
・長
門

と
も
因
縁
が
あ
り
、
の
ち
の
行
動
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
同
年

生
ま
れ
で
は
、
十
五
代
将
軍
と
な
っ
た
徳
川
慶
喜
や
土
佐
藩
士
の

板
垣
退
助
な
ど
が
い
る
。
三
条
家
の
家
格
は
摂
関
家
に
次
ぐ
清
華

九
家
の
一
家
で
。
公
家
の
中
で
も
最
上
層
に
位
す
る
が
、
左
・右

大
臣
の
下
の
内
大
臣
止
ま
り
と
い
う
身
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
に

は
、
日
本
の
攘
夷
派
が
ア
メ
リ
カ
の
商
船
モ
リ
ソ
ン
号
を
砲
撃
し

た
事
件
（モ
リ
ソ
ン
号
事
件
）が
勃
発
し
た
年
で
あ
り
、
攘
夷
思
想

が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。 



  
そ
の
後
、
匡

一
が
誕
生
し
た
弘
化
年
間
（弘
化
元
～
五
年

一
八

四
四
～
八
年
）に
な
る
け
れ
ど
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
・イ
ギ
リ

ス
な
ど
が
通
商
を
求
め
る
外
力
が
高
ま
っ
て
き
た
時
代
と
な
っk

て
き
て
い
る
中
で
、
続
く
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
年
）は
孝
明
天
皇

の
御
代
と
な
り
、
同
年
、
伊
勢
神
宮
で
は
第
五
十
四
回
式
年
遷
宮

が
行
わ
れ
て
い
る
。 

  

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）、
ペ
リ
ー
総
督
が
率
い
る
米
国
艦

隊
が
浦
賀
に
来
航
（黒
船
来
航
）し
て
開
国
を
要
求
す
る
事
が
あ

っ
た
。
「

 

泰
平
の
眠
り
を
覚
ま
す
上
喜
撰
（上
等
な
お
茶
の
こ
と

で
あ
る
が
、
蒸
気
船
を
意
味
し
て
い
る
）、
た
つ
た
四
杯
で
夜
も
寝

ら
れ
ず
。
」と
い
う
狂
歌
が
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
以
降
、

明
治
維
新
ま
で
を
「

 

幕
末
」と
呼
ぶ
。 

 
 

幕
府
は
米
国
艦
隊
来
襲
に
備
え
、
山
田
奉
行
に
神
宮
の
守
備

を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
、
伊
勢
の
古
市
で
は
大
火
が
発
生
し
、
盛

況
で
あ
っ
た
古
市
に
も
陰
り
が
見
え
始
め
て
い
た
。 

  

嘉
永
七
年
・安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）、
実
美
の
兄
、
公
睦
が

死
去
し
て
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
実
美
が
三
条
家
を
継
承
し
た
。

十
七
歳
だ
っ
た
。
京
都
御
所
が
炎
上
し
た
り
、
日
米
和
親
条
約
が

締
結
さ
れ
た
り
、
安
政
地
震
が
発
生
し
た
津
波
で
大
き
な
被
害

を
被
っ
た
時
代
だ
っ
た
。 

  

安
政
三
年
に
は
米
国
総
領
事
ハ
リ
ス
が
下
田
に
着
任
し
、
同
五

年
（
一
八
五
八
年
）に
は
彦
根
藩
主
井
伊
直
弼
が
大
老
と
な
り
、

勅
許
を
得
な
い
ま
ま
、
米
国
と
、
続
い
て
蘭
・露
・英
・仏
と
修
好

通
商
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
で
朝
廷
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
。
そ

れ
を
批
判
す
る
勢
力
や
幕
府
を
指
弾
す
る
尊
王
派
の
排
除
・弾

圧
を
行
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「

 

安
政
の
大
獄
」で
あ
る
。
安
政
六
年

（
一
八
五
九
年
）に
は
収
束
し
た
が
、
実
美
の
父
三
条
実
萬
や
吉

田
松
陰
が
断
罪
さ
れ
て
い
る
。 

 

匡

一
の
幼
年
期 

   

安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）、
匡

一
は
十
三
歳
を
迎
え
、
英
彦

山
の
南
側
に
位
置
す
る
豊
後
国
日
田
で
開
塾
し
て
い
た
「

 

咸
宜

園
か
ん
ぎ
え
ん

」で
広
瀬
青
村
に
師
事
し
て
学
ん
で
い
た
。
「

 

咸
宜
園
」

は
青
村
の
養
父
、
広
瀬
淡
窓
が
開
い
た
日
本
最
大
級
の
私
塾
で
あ

っ
た
。
同
塾
は
身
分
に
関
わ
ら
ず
入
塾
で
き
、
江
戸
時
代
か
ら
明

治
ま
で
存
続
し
た
が
、
そ
こ
で
学
ん
だ
者
は
、
蘭
学
者 

高
野
長

英
や
戊
辰
戦
争
参
謀
の
大
村
益
次
郎
や
長 

三
州
、
日
本
初
の
写

真
家 

上
野
彦
馬
な
ど
明
治
を
創
っ
た
男
た
ち
が
い
た
。 

 
 

安
政
七
年
・万
延
元
年
（
一
八
六
○
年
）、
大
老
井
伊
直
弼
が

暗
殺
さ
れ
た
（桜
田
門
外
の
変
）。
こ
の
こ
と
な
ど
か
ら
江
戸
幕
府

は
幕
藩
体
制
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
公
武
合
体
が
強
く

主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
公
武
合
体
と
は
、
元
来
、
幕
府
は
朝

廷
か
ら
政
権
運
営
を
委
任
さ
れ
て
い
て
、
朝
廷
と
幕
府
は
一
体
で

あ
る
と
の
思
想
で
、
朝
廷
と
幕
府
の
繋
が
り
を
強
化
し
て
、
幕
藩

体
制
の
延
命
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
幕
府
の
攘

夷
と
い
う
考
え
は
、
侵
略
を
恐
れ
て
諸
外
国
を
追
い
払
う
と
い
う

も
の
だ
っ
た
が
、
彼
ら
の
強
さ
を
認
識
す
る
に
つ
れ
て
、
公
武
合

体
に
よ
り
国
内
の
体
制
を
強
化
し
て
外
国
と
の
通
商
を
盛
ん
し

て
国
力
を
高
め
、
列
強
に
対
抗
す
る
と
い
う
考
え
に
変
容
し
て
き

て
い
て
い
る
。
こ
の
年
に
、
幕
府
は
勝
海
舟
を
艦
長
と
し
、
通
訳
ジ

ョ
ン
万
次
郎
ら
を
乗
船
さ
せ
て
、
咸
臨
丸
で
初
の
太
平
洋
横
断
を

果
た
し
て
渡
米
し
て
い
る
。 

  

万
延
二
年
・文
久
元
年
（
一
八
六

一
年
）に
は
、
ロ
シ
ア
が
対
馬

を
半
年
間
に
亘
り
占
領
し
た
事
件
（サ
ド
ニ
ッ
ク
号
事
件
）が
勃
発

す
る
な
ど
外
国
の
脅
威
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。 

  

翌
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
一
月
十
五
日
（以
下
、
日
付
は

旧
暦
で
表
記
）、
公
武
合
体
を
推
進
し
た
老
中
安
藤
信
正
に
反
対

し
た
佐
幕
派
の
水
戸
藩
士
が
同
年
、
安
藤
を
襲
撃
し
た
（坂
下
門

外
の
変
）状
況
の
中
で
公
卿
の
岩
倉
具
視
が
公
武
合
体
を
具
現
化

し
、
二
月
十

一
日
、
孝
明
天
皇
の
妹 

和
宮
親
子
ち
か
こ

内
親
王
が

将
軍
家
茂
に
降
嫁
し
た
。 

  

一
方
で
、
長
州
藩
は
通
商
条
約
破
棄
し
、
外
国
と

一
戦
も
辞

さ
ず
（破
約
攘
夷
論
）と
い
う
強
行
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
一



方
で
、
薩
摩
藩
島
津
久
光
は
尊
王
の
考
え
は
あ
り
な
が
ら
政
治

は
幕
府
が
行
う
と
い
う
の
が
考
え
で
あ
っ
て
、
国
論
は
三
分
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
四
月
二
十
三
日
、
倒
幕
を
計
画
し
て
い

た
薩
摩
藩
士
ら
を
久
光
自
ら
が
上
意
討
ち
し
た
（寺
田
屋
事
件
）

が
、
ま
た
、
八
月
二
十

一
日
、
久
光
の
行
列
を
遮
っ
た
英
国
人
を

殺
傷
し
た
事
件
（生
麦
事
件
）が
起
き
た
最
中
に
も
幕
府
は
貿
易

の
拠
点
を
作
る
た
め
に
「

 

諸
藩
上
海
使
節
団
」を
送
っ
て
い
る
。
そ

の
中
に
は
長
州
藩
の
高
杉
晋
作
も
い
た
け
れ
ど
、
中
国
と
イ
ギ
リ

ス
と
間
で
勃
発
し
た
ア
ヘン
戦
争
（
一
八
四
◯
～
二
年 

二
十
年
前

の
出
来
事
）後
の
清
国
の
有
様
を
み
て
、
国
内
に
一
層
の
尊
王
攘

夷
論
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。 

  

同
時
期
に
、
伊
勢
の
的
矢
湾
に
イ
ギ
リ
ス
商
船
が
入
津
す
る
こ

と
が
あ
り
、
鳥
羽
藩
は
伊
雑
宮
の
防
衛
を
命
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な

不
穏
な
状
況
が
迫
っ
て
い
た
。 

  

こ
の
機
運
の
中
、
安
政
の
大
獄
で
断
罪
さ
れ
た
攘
夷
派
三
条
実

萬
の
子
と
し
て
実
美
（二
十
五
歳
）は
評
価
さ
れ
、
登
場
す
る
。 

実
美
は
元
々
、
公
武
合
体
論
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
攘
夷
の
考
え

が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
が
そ
の
意
見
を
聞
か
ず
、
な
し
崩
し

に
開
国
し
た
こ
と
に
不
満
と
失
望
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
公
武
合
体

を
非
難
し
、
岩
倉
具
視
の
排
斥
、
徳
川
政
権
打
倒
と
王
政
復
古
の

考
え
が
醸
成
さ
れ
て
き
て
頭
角
を
表
し
始
め
て
い
る
。
十
月
十
二

日
、
朝
廷
は
幕
府
に
通
商
を
破
約
し
攘
夷
す
る
こ
と
を
督
促
す

る
た
め
、
実
美
と
姉
小
路
公
知
の
両
名
を
勅
使
と
し
て
派
遣
し
た
。

十
二
月
に
は
、
実
美
ほ
か
尊
攘
派
は
朝
廷
で
体
制
を
整
え
た
。 

 

実
美 

「

 

徳
川
を
打
倒
し
、
お
上
（天
皇
）に
政
権
を
お
任
せ
し 

て
、
何
ん
と
し
て
も
攘
夷
を
決
行
せ
ね
ば
、
我
が
国
は
立

ち
行
か
ん
。
」 

  

と
、
つ
ぶ
や
く
の
で
あ
っ
た
。 

   
文
久
三
年
（
一
八
六
三
年
）に
な
る
と
、
攘
夷
論
は
過
熱
と
急

進
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
攘
夷
派
公
家
が
朝
議
を
支
配
す
る
よ

う
に
な
り
、
幕
府
に
攘
夷
実
行
を
迫
っ
た
。
実
美
は
、
縁
戚
関
係

に
あ
っ
た
土
佐
藩
と
地
縁
が
あ
っ
た
長
州
を
ま
と
め
、
薩
摩
藩
に

圧
力
を
掛
け
て
い
る
が
、
薩
摩
藩
と
の
亀
裂
が
深
ま
っ
た
。 

  

五
月
十
日
、
長
州
藩
が
単
独
で
馬
関
海
峡
（現
、
関
門
海
峡
）

を
航
行
す
る
米
商
船
を
砲
撃
（下
関
事
件
）し
、
そ
れ
以
後
、
仏

蘭
外
国
艦
隊
に
砲
撃
す
る
も
大
敗
し
、
占
領
を
許
し
た
。
こ
の
結

果
、
長
州
藩
は
尊
攘
派
が
衰
退
し
た
が
、
藩
政
の
再
起
を
願
い
、

そ
の
命
運
を
高
杉
晋
作
に
託
し
た
。
晋
作
は
下
関
を
拠
点
と
し
て

い
た
長
州
支
藩
清
末
藩
の
御
用
商
人
、
小
倉
屋
の
白
石
正
一
郎
の

支
援
を
受
け
、
同
年
六
月
七
日
、
「

 

奇
兵
隊
」を
創
設
し
て
い

る
。 

   

白
石
正

一
郎
は
、
海
上
通
商
の
要
衝
で
あ
っ
た
下
関
竹
崎
浦

（現
、
下
関
市
）
の
荷
受
問
屋 

「

 

小
倉
屋
」
の
大
年
寄
で
あ
る
一

方
で
、
平
田
篤
胤
や
本
居
宣
長
の
流
れ
を
く
む
国
学
者
鈴
木
重

胤
の
弟
子
と
し
て
尊
王
敬
神
の
精
神
に
溢
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
彼
を
慕
っ
て
、
攘
夷
派
の
長
州
藩
士
は
も
と
よ
り
、
尊
攘
派
の

公
卿
た
ち
ほ
か
、
薩
摩
藩
士
も
小
倉
屋
に
出
入
り
す
る
よ
う
に

な
る
。
同
じ
く
尊
王
の
考
え
を
持
っ
た
英
彦
山
の
門
徒
た
ち
と
の

交
流
も
形
成
さ
れ
、
次
第
に
長
州
藩
と
の
連
携
に
発
展
し
た
。
ま

た
、
木
綿
織
出
が
多
い
割
に
藍
玉
製
造
が
少
な
い
長
州
藩
に
薩
摩

の
藍
を
売
り
込
ん
で
薩
長
の
交
易
が
開
始
さ
れ
万
延
二
年
（
一
八

六
一
年
）、
薩
摩
藩
御
用
達
と
な
っ
て
、
薩
長
同
盟
の
き
っ
か
け
も

作
っ
て
い
る
。
ま
た
、
白
石
正
一
郎
の
末
弟
（三
男
）で
、
同
じ
く
下

関
の
豪
商
で
あ
っ
た
大
庭
家
を
嗣
い
だ
景
明
も
正
一
郎
同
様
、
尊

王
の
志
士
と
し
て
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）十
一
月
、
高
杉
晋
作

が
筑
前
へ亡
命
す
る
に
際
し
て
は
同
行
す
る
な
ど
の
活
躍
を
し
て

い
る
。
匡

一
は
景
明
と
下
関
で
初
対
面
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
明
治
初
年
に
は
同
じ
く
太
政
官
に
出
仕
し
た
こ
と
も
あ

り
、
匡

一
よ
り
十
四
歳
年
上
で
あ
っ
た
が
、
気
が
合
っ
た
。
そ
の
後
、

太
田
小
三
郎
と
な
っ
た
匡

一
は
大
庭
景
明
の
四
男
（明
治
七
年

生
）を
養
嗣 

光
凞
み
つ
ひ
ろ

（の
ち
の
京
阪
電
鉄
社
長
）と
し
て
迎
え



て
い
る
（明
治
八
年
）こ
と
も
あ
り
、
関
係
の
深
さ
を
感
じ
る
。 

 

実
美
と
匡

一
の
出
会
い 

   

振
り
返
っ
て
、
前
年
の
生
麦
事
件
に
端
を
発
し
て
七
月
二
～
四

日
、
薩
摩
藩
は
イ
ギ
リ
ス
と
鹿
児
島
湾
に
て
激
突
し
た
（薩
英
戦

争
）が
勝
敗
を
分
け
る
結
果
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
国
力
の
差
を
痛

感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
攘
夷
の
考
え
が
強
か
っ
た
朝

廷
は
こ
の
薩
摩
藩
の
攘
夷
決
行
を
称
賛
し
て
い
る
。 

  

こ
の
頃
、
長
州
藩
は
英
彦
山
門
徒
と
の
交
流
を
深
め
て
い
る
。 

八
月
十
八
日
、
開
国
派
と
な
っ
た
薩
摩
藩
が
実
美
ら
破
約
攘
夷

派
の
七
公
卿
お
よ
び
長
州
藩
を
京
都
か
ら
追
放
し
た
（八
月
十

八
日
の
政
変
）こ
と
に
よ
り
攘
夷
派
は
一
時
、
衰
退
し
た
。 

  

追
放
さ
れ
た
七
卿
は
奇
兵
隊
の
警
護
の
も
と
に
長
州
藩
に
到

着
し
た
（七
卿
落
ち
）。
ま
た
京
都
を
追
わ
れ
た
尊
攘
派
は
安
全

地
を
求
め
、
英
彦
山
に
も
参
集
し
て
い
る
。 

  

実
美
は
こ
の
時
、
官
位
を
剥
奪
さ
れ
な
が
ら
も
急
進
的
な
尊

攘
活
動
や
提
言
を
行
っ
て
人
心
を
集
め
、
若
く
し
て
王
政
復
古
の

時
代
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
大
い
に
発
揮
し
て
い
る
。 

   

前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
三
条
家
は
英
彦
山
座
主
家
と
縁

戚
の
間
柄
で
あ
り
、
同
じ
く
尊
王
の
志
を
も
っ
て
い
る
英
彦
山
門

徒
が
下
関
三
田
尻
に
隠
棲
し
た
実
美
を
慰
問
し
て
い
る
。
そ
の
時
、

英
彦
山
の
現
状
を
報
告
し
、
さ
ら
に
政
変
後
の
京
都
情
勢
な
ど

を
探
索
す
る
た
め
に
英
彦
山
門
徒
が
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
実
美
ら
攘
夷
派
公
卿
と
尊
攘
派
の
長
州
藩
、
尊
王
派
の

豪
商
白
石
・大
庭
ら
と
同
派
の
英
彦
山
門
徒
と
の
強
い
連
合
が
成

立
し
た
。 

 

門
徒 

「

 

三
条
様
、
お
目
に
か
か
れ
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
我
ら
、 

英
彦
山
門
徒
は
尊
王
精
神
に
溢
れ
て
お
り
ま
す
。
是
非

と
も
三
条
様
の
た
め
に
お
役
に
立
ち
と
う
と
存
じ
ま

す
。
」 

実
美 

「

 

力
強
い
言
葉
、
有
り
難
く
感
じ
入
る
。
」 

門
徒 

「

 

こ
ち
ら
に
控
え
て
い
る
者
は
鷹
羽
匡

一
と
申
し
ま
す
。 

元
服
を
終
え
た
ば
か
り
の
若
輩
者
ゆ
え
、
世
に
知
る
者

は
お
り
ま
せ
ん
。
各
地
の
動
静
を
収
集
す
る
な
ど
、
三
条

様
の
用
向
き
に
何
な
り
と
お
使
い
下
さ
い
。
」 

匡

一 

「

 

三
条
様
、
以
後
、
お
見
知
り
お
き
の
ほ
ど
、
宜
し
く
お 

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
」 

実
美 

「

 

宜
し
く
頼
む
ぞ
。
」 

と
、
実
美
と
匡

一
は
、
初
対
面
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

   

同
年
、
長
州
藩
と
連
携
し
た
英
彦
山
門
徒
は
攘
夷
に
消
極
的

な
小
倉
藩
（九
州
佐
幕
派
の
筆
頭
）を
内
部
か
ら
突
き
崩
す
計
画

を
し
て
い
た
が
、
内
部
告
発
に
よ
り
小
倉
藩
家
老
小
宮
民
部
が
十

一
月
十

一
日
英
彦
山
を
急
襲
。
座
主
を
は
じ
め
、
匡

一
の
兄
、
浄

典
を
含
む
尊
王
僧
十
三
名
を
捕
縛
し
、
藩
内
の
攘
夷
派
を

一
掃

し
た
（英
彦
山
大
検
挙
）。
し
か
し
、
匡

一
は
、
三
条
命
に
よ
り
、

京
都
な
ど
各
地
を
探
索
し
て
い
た
た
め
難
を
逃
れ
て
い
る
が
、
い

よ
い
よ
匡

一
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
に
時
代
が
や
っ
て
き
た
。 

  

続
い
て
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
六
月
五
日
、
京
都
三
条
木

屋
町
の
旅
籠
池
田
屋
に
潜
伏
し
て
い
た
長
州
・土
佐
藩
士
が
新
選

組
に
襲
撃
さ
れ
（池
田
屋
事
件
）、
京
都
で
内
偵
し
て
い
た
英
彦

山
門
徒
が
在
京
の
小
倉
藩
に
捕
縛
・処
分
さ
れ
て
い
る
が
、
匡

一

は
難
を
逃
れ
た
。
そ
の
後
、
七
月
十
八
日
、
京
都
を
追
放
さ
れ
た

長
州
藩
勢
力
が
会
津
藩
主
京
都
守
護
職
松
平
容
保
ら
の
排
除
を

目
指
し
て
挙
兵
し
、
京
都
市
中
に
お
い
て
市
街
戦
を
繰
り
広
げ
た

（禁
門
の
変
、
蛤
御
門
の
変
と
も
）。
そ
の
時
、
英
彦
山
の
修
験
僧

も
参
戦
し
て
い
て
三
名
が
殉
難
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
長
州
藩
は

御
所
に
発
砲
し
た
た
め
朝
敵
と
さ
れ
、
一
回
目
の
長
州
征
伐
が

計
画
さ
れ
て
い
る
中
、
長
州
藩
が
攘
夷
と
し
て
発
砲
し
た
報
復
と

し
て
英
・仏
・米
・蘭
四
国
連
合
艦
隊
が
八
月
二
日
、
長
州
に
来
襲

し
て
、
圧
倒
的
な
武
力
の
差
に
よ
っ
て
長
州
への
上
陸
・占
領
を
許

し
た
。
大
敗
を
帰
し
た
事
に
よ
っ
て
、
高
杉
晋
作
ら
長
州
藩
内
の



攘
夷
派
は
大
い
な
る
困
難
を
極
め
る
。 

五
卿
落
ち 

   

元
治
二
年
・慶
応
元
年
（
一
八
六
五
年
）、
第

一
次
長
州
征
伐

は
長
州
藩
三
家
老
自
刃
に
よ
り
戦
争
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
奇
兵

隊
に
は
解
散
命
令
が
下
り
、
長
州
藩
内
で
も
佐
幕
派
が
台
頭
し

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
長
州
に
隠
棲
し
て
い
た
尊
攘
派
七
卿
の
う

ち
、
実
美
を
含
む
五
卿
は
、
筑
前
国
福
岡
藩
（筑
前
藩
）
の
管
理

下
に
あ
る
大
宰
府
へ移
動
し
た
（五
卿
落
ち
）。 

 
 

現
在
の
太
宰
府
天
満
宮
は
当
時
、
安
楽
寺
天
満
宮
と
い
い
、
前

別
当
は
三
条
実
萬
と
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
大
宰
府
に

落
ち
着
い
た
の
は
一
層
の
身
の
安
全
を
願
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

太
宰
府
で
実
美
は
長
州
藩
を
救
う
た
め
薩
長
提
携
を
決
意
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
太
宰
府
を
拠
点
に
五
卿
の
側
近
で
土
佐
藩
士

の
中
岡
慎
太
郎
は
、
匡

一
ら
と
共
に
長
州
・薩
摩
・京
都
間
を
奔

走
し
、
の
ち
の
薩
長
同
盟
の
締
結
や
三
条
・岩
倉
の
提
携
に
尽
力

し
て
い
た
。
坂
本
龍
馬
が
主
導
し
た
と
言
わ
れ
る
「

 

薩
長
連
合
」

は
、
実
美
や
中
岡
が
太
宰
府
に
て
画
策
し
た
も
の
で
あ
る
。 

  

そ
の
後
、
高
杉
晋
作
は
藩
内
で
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
て
佐
幕

派
を

一
掃
し
尊
王
攘
夷
派
が
藩
の
実
権
を
奪
取
し
て
い
る
。 

  

伊
勢
で
は
こ
の
年
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
が
再
び
浜
島
港
に
入
津
し

た
り
、
「

 

え
え
じ
ゃ
な
い
か
」が
自
然
発
生
し
て
い
て
、
不
穏
な
状

況
が
続
い
て
い
る
。 

 

英
彦
山
義
僧
殉
難 

   

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
）、
匡

一
は
二
十

一
歳
を
迎
え
て
い

る
。
年
初
に
は
、
土
佐
藩
士 

坂
本
龍
馬
、
中
岡
慎
太
郎
、
土
方

久
元
（の
ち
の
神
苑
会
評
議
員
の
一
人
）
の
仲
介
に
よ
っ
て
、 

薩
長

同
盟
が
成
立
し
、
薩
摩
藩
の
援
助
に
よ
り
長
州
藩
は
最
新
の
軍
備

を
整
え
ら
れ
、
実
美
と
岩
倉
具
視
も
連
合
し
て
、
明
治
維
新
へと

大
き
く
動
き
出
し
た
。 

  

幕
府
軍
対
長
州
藩
の
戦
い
が
、
六
月
七
日
よ
り
大
島
口
か
ら

芸
州
口
、
石
州
口
、
小
倉
口
か
ら
開
戦
し
た
（第
二
次
長
州
征

討
・四
境
戦
争
）。
そ
の
う
ち
小
倉
口
の
戦
い
を
小
倉
戦
争
と
い
っ

た
。
小
倉
藩
は
征
長
総
督
の
老
中
小
笠
原
長
行
の
指
揮
下
で
小

倉
口
の
先
鋒
と
し
て
参
戦
し
た
が
、
こ
れ
ら
戦
闘
は
い
ず
れ
も
長

州
藩
が
圧
勝
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
最
中
の
七
月
二
十
日
、
将
軍 

家
茂
が
逝
去
し
た
の
で
、
こ
れ
を
理
由
に
第
二
次
長
州
征
討
は
終

戦
と
な
っ
た
。 

  

し
か
し
、
小
倉
藩
は
な
お
も
戦
い
を
続
け
、
小
倉
城
に
火
を
放

っ
て
抵
抗
を
続
け
、
小
倉
藩
が
捕
縛
し
幽
閉
し
て
い
た
英
彦
山
の

座
主
を
は
じ
め
尊
王
僧
十
三
名
の
う
ち
、
匡

一
の
兄
、
鷹
羽
浄
典

こ
と
、
正
応
坊
浄
典
（正
応
坊
観
道
と
も
）ら
六
名
を
斬
首
し
た
。

こ
の
時
、
匡

一
は
実
美
の
命
を
受
け
、
諸
国
を
流
浪
し
て
い
た
が
、

英
彦
山
義
僧
が
斬
首
さ
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
急
遽
、
英
彦
山
に

戻
り
、
衆
徒
と
力
を
合
わ
せ
遺
族
の
救
助
に
尽
く
し
て
い
る
。 

 

匡

一 

「

 

残
さ
れ
た
我
が
身
ゆ
え
、
兄
上
は
じ
め
同
志
の
遺
志
を 

し
っ
か
り
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」 

と
誓
う
の
で
あ
っ
た
。 

   

ま
た
太
田
小
三
郎
と
な
っ
て
か
ら
も
密
か
に
、
実
美
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
義
徒
の
遺
志
を
継
ぎ
、
一
山
の
士
気
を
回
復
し
て
英

彦
山
の
興
隆
を
図
ら
ん
と
諸
般
に
わ
た
り
奔
走
し
て
い
る
。 

  

十
二
月
五
日
に
徳
川
慶
喜
が
十
五
代
将
軍
に
な
り
、
二
十
五

日
に
は
孝
明
天
皇
が
崩
御
し
て
い
る
。 

 

実
美
の
復
権 

   

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）、
五
卿
は
太
宰
府
で
新
年
を
迎
え

た
。
第
二
次
長
州
征
伐
も
長
州
藩
の
勝
利
で
終
結
し
、
こ
の
年
の

春
、
龍
馬
は
下
関
の
豪
商 

伊
藤
助
大
夫
の
屋
敷
に
て
二
ヶ
月
ほ

ど
新
婚
生
活
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
か
の
間



の
平
穏
な
時
間
が
経
過
し
た
四
月
十
四
日
、
高
杉
晋
作
が
病
死

（享
年
二
十
八
歳
）。
こ
の
頃
か
ら
開
国
を
求
め
る
諸
外
国
を
打

ち
払
う
と
い
う
攘
夷
派
の
考
え
は
、
日
本
が
開
国
和
親
し
て
自

主
独
立
す
る
思
想
に
変
貌
し
て
き
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
幕

府
の
権
威
は
失
墜
、
著
し
く
な
っ
て
い
た
。 

 

実
美 

「

 

匡

一
よ
、
も
う
す
ぐ
、
王
政
復
古
は
実
現
す
る
。
さ
す 

れ
ば
、
新
し
い
政
権
が
な
す
べ
き
こ
と
を
早
々
に
準
備
し

て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
政
府
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
そ
の
規
範
（五
ヶ
条
の
御
誓
文
）
や
政
治
体
制

（祭
政

一
致
）な
ど
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
め
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
お
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
臣
民
に
理

解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
東

京
に
遷
都
す
る
こ
と
や
お
上
に
伊
勢
神
宮
参
拝
を
お
願

い
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
る
の
で
、
そ
の
手
は
ず
を
整
え

て
お
い
て
欲
し
い
。
宜
し
く
頼
む
ぞ
。
」 

匡

一 

「

 

は
、
は
ー
。
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
」 

  

遂
に
十
月
二
十
七
日
、
徳
川
将
軍
慶
喜
に
よ
っ
て
政
権
が
朝
廷

に
返
上
さ
れ
た(

大
政
奉
還)

。
よ
う
や
く
成
し
遂
げ
ら
れ
た
偉

業
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
を
画
策
し
た
維
新
の
立
役
者
、
龍

馬
と
中
岡
慎
太
郎
両
名
は
十

一
月
十
五
日
、
京
都
の
近
江
屋
で

暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。 

  

十
二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
大
号
令
が
宣
言
さ
れ
、
よ
う
や

く
明
治
政
府
が
樹
立
し
た
。
そ
の
時
、
実
美
ほ
か
尊
王
派
公
卿
達

や
長
州
藩
の
復
位
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
実
美
は
太
宰

府
か
ら
上
京
し
て
政
治
の
表
舞
台
に
復
帰
し
て
、
成
立
し
た
新
政

府
で
議
定
と
な
っ
た
。 

 
 

こ
の
頃
、
三
河
で
神
宮
の
御
札
が
降
っ
た
こ
と
か
ら
再
び
「

 

え

え
じ
ゃ
な
い
か
」が
始
ま
っ
て
い
る
。 

 
明
治
維
新 

 

  

慶
応
四
年
・明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）、
こ
の
年
、
明
治
天
皇

は
十
五
歳
、
実
美
は
三
十
一
歳
、
匡

一
は
二
十
三
歳
だ
っ
た
。 

  

勝
利
し
た
官
軍
政
権
は
、
旧
幕
府
の
徳
川
家
に
対
し
、
駿
府
七

十
万
石
の
移
封
を
下
す
な
ど
厳
し
い
処
分
を
行
っ
た
た
め
旧
幕

臣
の
反
感
を
買
い
、
同
年

一
月
三
～
六
日
に
起
き
た
「

 

鳥
羽
伏

見
の
戦
い
」を
発
端
と
し
て
、
明
治
新
政
府
を
樹
立
し
た
薩
摩
藩
・

長
州
藩
・土
佐
藩
ら
を
中
核
と
し
た
新
政
府
軍
と
旧
幕
府
軍
・奥

羽
越
列
藩
同
盟
と
の
戦
い
が
激
化
し
、
「

 

戊
辰
戦
争
」が
始
ま
り
、

五
月
十
五
日
、
江
戸
上
野
で
彰
義
隊
と
戦
っ
た
「

 

上
野
戦
争
」な

ど
を
経
て
、
そ
の
戦
い
は
明
治
二
年
五
月
十
八
日
に
箱
館
戦
争

で 

終
焉
を
迎
え
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
軍

は
い
ず
れ
に
も
勝
利
し
、
東
国
平
定
の
基
礎
が
で
き
た
。 

   

戦
乱
の
最
中
で
新
政
府
の
体
裁
も
整
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
三
月

十
三
日
、
早
く
も
神
仏
判
然
令
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
英
彦

山
出
身
で
あ
る
匡

一
の
調
査
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
が
、
神
仏

習
合
を
禁
止
す
る
神
仏
分
離
令
で
あ
る
が
、
神
都
伊
勢
の
町
で

も
寺
や
町
名
な
ど
大
き
く
変
革
さ
れ
た
。
同
時
期
、
神
仏
混
合

だ
っ
た
英
彦
山
の
霊
仙
寺
も
実
美
の
助
力
や
匡

一
ら
の
努
力
に
よ

っ
て
、
「

 

霊
仙
寺
」を
廃
し
、
高
千
穂
家
を
興
し
て
「

 

英
彦
山
神

社
」に
、
さ
ら
に
後
年
、
現
在
の
「

 

英
彦
山
神
宮
」と
改
変
さ
れ

て
い
る
。 

  

こ
れ
に
次
い
で
、
三
月
十
四
日
に
明
治
政
府
の
基
本
方
針
で
あ

る
「

 

五
箇
条
の
御
誓
文
」が
発
布
さ
れ
、
六
月
十

一
日
、
現
在
の

内
閣
に
当
た
る
太
政
官
制
が
制
定
さ
れ
た
。
行
政
に
つ
い
て
、
国

の
権
力
を
太
政
官
に
集
中
さ
せ
、
立
法
・行
政
・司
法
の
三
権
分

立
を
図
っ
た
。
三
条
と
岩
倉
は
議
定
兼
行
政
官
輔
相
に
就
任
そ

し
て
、
七
月
十
七
日
、
江
戸
を
東
京
と
称
す
る
こ
と
と
な
り
、
八

月
二
十
七
日
、
天
皇
が
即
位
し
て
、
九
月
八
日
に
元
号
を
明
治
に

改
元
。
こ
こ
に
明
治
新
政
府
が
樹
立
（明
治
維
新
）さ
れ
た
。
政
府

で
は
、
総
裁
、
議
定
、
参
与
の
三
職
に
よ
る
最
初
の
会
議
が
行
わ

れ
た
。
有
栖
川
熾
仁
親
王
が
総
裁
、
実
美
は
岩
倉
具
視
と
共
に



副
総
裁
と
な
っ
て
実
質
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
と
な
っ
た
。 

    
こ
の
時
、
匡

一
は
実
美
の
「

 

徴
士
ち
ょ
う
し

」に
任
命
さ
れ
て
、

そ
の
活
動
は
公
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「

 

徴
士
」と
は

明
治
初
年
に
明
治
政
府
の
太
政
官
に
登
用
さ
れ
た
官
吏
を
い
う

が
、
今
で
言
う
、
首
相
秘
書
官
あ
る
い
は
補
佐
官
と
言
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
極
秘
裏
に
も
情
報
収
集
と
水
面
下
で
の
活
動
な
ど

も
行
っ
た
。
そ
う
し
て
、
十
月
十
三
日
、
明
治
天
皇
は
江
戸
に
行

幸
し
た
が
、
こ
の
行
幸
の
背
景
に
は
匡

一
の
お
膳
立
て
の
働
き
が

大
い
に
寄
与
し
た
。 

 
 

極
論
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
明
治
維
新
は
、
「

 
匡

一
」
（ら
、
名

も
な
き
尊
王
の
志
士
た
ち
）
の
努
力
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報

に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
も
言
え
る
。 

  

こ
の
年
に
早
く
も
伊
勢
で
は
山
田
奉
行
と
宇
治
と
山
田
三
方

会
合
の
自
治
組
織
が
廃
止
さ
れ
、
奉
行
所
に
度
会
府
が
設
置
さ

れ
、
最
初
の
府
知
事
は
戊
辰
戦
争
で
も
戦
っ
た
攘
夷
派
の
公
卿
だ

っ
た
橋
本
実
梁
さ
ね
や
な

が
任
命
さ
れ
て
い
る
。 

伊
勢
に
定
住 

   

明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）、
実
美
は
右
大
臣
と
な
っ
た
が
左

大
臣
は
空
席
で
あ
っ
た
た
め
、
事
実
上
の
ト
ッ
プ
続
投
と
な
り
、

さ
ら
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
。
匡

一
の
働
き
に
よ
り
、

三
月
十
二
日
、
天
皇
が
二
度
目
の
東
京
行
幸
を
行
い
、
京
都
に
戻

ら
な
い
こ
と
で
事
実
上
、
江
戸
に
遷
都
し
た
。
天
皇
の
行
幸
は
江

戸
幕
府
に
替
わ
っ
て
新
し
く
な
っ
た
為
政
者
で
あ
る
天
皇
を
国
民

に
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

時
、
伊
勢
神
宮
は
第
五
十
五
回
式
年
遷
宮
を
迎
え
て
い
る
が
、
こ

の
行
幸
の
途
中
、
明
治
天
皇
が
天
皇
と
し
て
初
め
て
伊
勢
神
宮
を

参
拝
し
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
祭
政

一
致
の
発
揚
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
の
お
膳
立
て
の
た
め
、
匡

一
は
、
何
度
も
伊
勢
に
足
を
運
び
、

山
田
奉
行
所
や
鳥
羽
藩
に
出
入
り
し
て
行
幸
行
程
途
中
の
情
勢

を
つ
い
て
情
報
収
集
し
、
実
美
に
報
告
す
る
こ
と
で
天
皇
行
幸
が

安
全
に
か
つ
滞
り
な
く
遂
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
匡

一
と
伊
勢

と
の
繋
が
り
が
強
く
な
っ
た
が
、
伊
勢
で
の
定
宿
は
「

 

備
前
屋
」だ

っ
た
。 

   

何
度
も
通
っ
た
定
宿
「

 

備
前
屋
」で
は
、
伊
勢
の
尊
王
派
と
の

交
わ
り
も
出
来
て
き
て
、
そ
の
後
に
神
宮
制
度
の
改
革
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
内
宮
権
禰
宜
だ
っ
た
浦
田
長
民
な
ど
と
も
交
流
を

深
め
、
伊
勢
神
宮
の
将
来
を
語
り
合
い
、
夜
を
明
か
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
間
関
係
が
そ
の
後
の
伊
勢
を
創
る
事
業
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
匡

一
の
実
直
な
振
る
舞
い
が
、
跡
取

り
の
な
か
っ
た
備
前
屋
の
女
将
「

 

ま
つ
」に
見
初
め
ら
れ
た
の
も
こ

の
頃
で
あ
っ
た
、 

  

六
月
十
七
日
、
版
籍
奉
環
が
発
令
さ
れ
た
。
全
国
の
藩
が
所

有
し
て
い
た
土
地
（版
）と
人
民
（籍
）を
朝
廷
に
返
還
す
る
と
い

う
明
治
政
府
が
行
っ
た
政
治
改
革
で
あ
る
。
七
月
十
七
日
に
は
、

藩
を
廃
し
県
と
す
る
（廃
藩
置
県
）が
実
施
さ
れ
た
が
、
「

 

府
」は

東
京
、
京
都
、
大
阪
に
限
る
こ
と
と
な
り
、
度
会
府
は
度
会
県
に

改
称
し
た
。 

  

明
治
三
年
（
一
八
七
○
年
）を
迎
え
た
一
月
三
日
、
天
皇
に
神

格
を
与
え
、
神
道
を
国
教
と
定
め
て
、
日
本
を
「

 

祭
政

一
致
の
国

家
」と
す
る
国
家
方
針
、
つ
ま
り
「

 

大
教
」を
宣
布
（大
教
宣
布
）

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
国
家
方
針
は
実
美
に
よ
っ
て
考
案
さ

れ
、
後
に
、
そ
れ
を
具
現
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
匡

一
こ
と
、

の
ち
の
太
田
小
三
郎
が
提
唱
し
た
「

 

神
苑
会
」だ
っ
た
。
大
教
宣

布
に
よ
り
、
全
国
的
に
廃
仏
毀
釈
運
動
が
激
化
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
伊
勢
で
は
三
月
、
河
崎
が
大
火
に
な

り
百
三
十
戸
が
焼
失
。
五
月
に
は
、
的
矢
湾
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
測

量
の
た
め
と
し
て
入
港
し
両
宮
の
参
拝
を
願
い
出
て
い
る
。
六
月
、

県
庁
を
度
会
郡
山
田
岩
淵
町
箕
曲
に
設
置
し
、
橋
本
実
梁
が
引

き
続
き
権
令
（県
令
）を
務
め
た
。
八
・九
月
、
暴
風
雨
で
苦
し
み
、

平
民
に
苗
字
が
許
さ
れ
た
り
し
て
、
明
治
初
年
は
伊
勢
で
も
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。 

 
 

天
皇
は
海
路
よ
る
大
阪
行
幸
を
、
そ
し
て
、
そ
の
途
中
に
二
度

目
の
伊
勢
神
宮
参
拝
を
計
画
し
て
い
た
が
、
海
上
は
外
国
船
が
頻



繁
に
出
没
し
て
緊
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
安
全
な
行
幸
を

達
成
す
る
た
め
に
は
充
分
な
調
査
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
、

こ
の
年
、
匡

一
は
伊
勢
に
居
を
構
え
、
常
駐
し
た
。 

 

次
への
始
動 

   

明
治
四
年
（
一
八
七

一
年
）
五
月
十
四
日
、
浦
田
長
民
な
ど
に

よ
っ
て
神
宮
制
度
が
大
き
く
改
革
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
神
職

の
世
襲
や
御
師
の
大
麻
配
布
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る

が
、
御
師
で
成
り
立
っ
て
い
た
伊
勢
の
町
は
激
動
の
時
代
を
迎
え

る
。 

  

七
月
、
政
府
は
正
院
・左
院
・右
院
の
三
院
と
外
務
省
以
下
八

省
か
ら
な
る
太
政
官
を
設
置
。
太
政
官
制
度
に
お
け
る
長
官
と

し
て
太
政
大
臣
（今
で
言
う
内
閣
総
理
大
臣
）が
置
か
れ
た
が
、

実
美
は
、
明
治
最
初
の
宰
相
で
あ
る
太
政
大
臣
と
な
っ
た
が
、
新

政
府
内
で
は
薩
長
の
軋
轢
が
大
き
く
、
そ
の
調
整
役
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。 

  

そ
の
後
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）に
太
政
官
制
が
廃
止

さ
れ
内
閣
制
度
が
発
足
す
る
ま
で
の
十
四
年
間
の
長
き
に
亘
り
、

明
治
政
府
を
牽
引
し
続
け
、
ま
た
翻
っ
て
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新

ま
で
の
間
も
明
治
政
府
樹
立
に
奔
走
し
続
け
た
こ
と
は
特
筆
に

値
す
る
だ
ろ
う
。
明
治
維
新
の
立
役
者
と
い
え
ば
、
坂
本
龍
馬
、

高
杉
晋
作
、
伊
藤
博
文
、
西
郷
隆
盛
な
ど
が
語
ら
れ
る
が
、
実
美

こ
そ
、
「

 

近
代
日
本
を
創
っ
た
三
条
実
美
」と
言
わ
れ
る
に
相
応

し
い
よ
う
に
考
え
る
が
、
そ
の
活
躍
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な

い
の
は
残
念
に
思
う
。 

  

七
月
十
四
日
、
そ
れ
ま
で
の
藩
を
廃
止
し
て
地
方
統
治
を
中

央
管
下
の
府
と
県
に
一
元
化
し
た
廃
藩
置
県
が
発
布
さ
れ
、
十

一
月
二
十
二
日
、
鳥
羽
県
を
廃
し
、
久
居
県
を
経
た
久
居
藩
領

一
志
郡
を
含
め
、
改
め
て
度
会
県
が
発
足
し
、
県
庁
を
度
会
郡
山

田
岩
淵
町
箕
曲
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

  

十

一
月
二
十
二
日
、
岩
倉
具
視
ら
が
欧
米
に
派
遣
（遣
外
使

節
団
）さ
れ
、
大
い
な
る
刺
激
を
受
け
て
帰
国
し
た
が
、
そ
の
後
の

改
革
の
礎
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
大
い
に
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

  

伊
勢
で
は
、
山
田
羽
書(

度
会
府
札)

が
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、
郵

便
制
度
や
新
貨
条
例
な
ど
の
新
し
い
制
度
が
矢
継
ぎ
早
や
に
施

行
さ
れ
て
い
る
。 

  

海
路
な
ど
の
安
全
を
確
認
し
た
で
あ
ろ
う
匡

一
の
働
き
に
よ
っ

て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）、
明
治
天
皇
は
大
阪
巡
幸
の
際
に
、

軍
艦
に
て
来
勢
し
て
鳥
羽
で
一
泊
し
二
軒
茶
屋
か
ら
上
陸
、
五

月
二
十
六
日
、
伊
勢
神
宮
両
宮
に
二
度
目
の
参
拝
を
果
た
し
て
、

二
十
八
日
に
、
滞
り
な
く
大
阪
に
向
か
っ
て
出
帆
し
た
。
同
行
し

た
者
の
中
に
西
郷
隆
盛
も
い
た
。 

 
 

の
ち
二
軒
茶
屋
の
店
先
に
記
念
碑
（上
写
真
）が
建
立
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
、
帰
り
掛
け
の
行
在
所
に
は
大
世
古
に
あ
っ
た
御
師 

龍
大
夫
邸
（現
、
大
豊
和
紙
工
業
㈱
）が
当
て
ら
れ
て
い
る
（下
写

真
）。 

  

同
年
、
鳥
羽
城
が
取
壊
し
に
な
り
、
郵
便
取
扱
所
が

一
志
久

保
町
に
開
設
し
て
い
る
が
、
古
市
妓
楼
が
三
十
二
軒
に
減
少
し
た

頃
で
、
古
市
の
繁
栄
に
陰
り
が
見
え
始
め
て
い
る
。 

 
 

こ
の
頃
に
は
実
美
は
、
明
治
政
府
が
祭
政

一
致
に
よ
り
国
民
を

統
合
す
る
理
想
（大
教
）を
実
現
す
る
た
め
、
伊
勢
神
宮
を
日
本

の
総
鎮
守
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
門
前
町 

宇
治
山
田
を
そ
れ
に

相
応
し
い
「

 

神
都
」と
し
て
整
備
す
る
、
即
ち
、
「

 

神
苑
会
」設
立

や
交
通
網
整
備
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
施
策
を
匡

一
と
共
に
始

動
し
た
。
神
苑
の
整
備
は
実
美
の
父
、
三
条
大
納
言
実
萬
さ
ね
つ
む

卿
か
ら
の
悲
願
で
も
あ
っ
た
。
合
わ
せ
て
、
こ
の
年
の
九
月
十
二
日

に
は
新
橋-

横
浜
間
鉄
道
の
運
行
も
開
始
さ
れ
、
交
通
手
段
も
大

き
く
変
わ
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。 



備
前
屋 

太
田
小
三
郎 

   

明
治
天
皇
の
二
度
の
伊
勢
神
宮
参
拝
な
ど
、
一
連
の
大
役
を

滞
り
な
く
果
た
し
、
一
段
落
が
つ
い
た
こ
の
年
（明
治
五
年
）、
匡

一
は
、
以
前
か
ら
定
宿
「

 

備
前
屋
」の
女
将
ま
つ
に
見
初
め
ら
れ

て
い
た
け
れ
ど
、
そ
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
、
備
前
屋
「

 

太
田

小
三
郎
」を
襲
名
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
女
将

に
跡
取
り
を
懇
願
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
い
、
次
の
「

 

計
画
」が

秘
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
小
三
郎
の
活
躍
は
前
述
通
り
で
あ

っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
、
小
三

郎
が
「

 

伊
勢
を
創
る
」に
あ
た
っ
て
、
実
美
と
の
結
び
つ
き
は
そ
の

後
、
さ
ら
に
強
く
、
深
く
な
っ
て
い
く
。 

 

匡

一 

「

 

お
上
の
行
幸
も
よ
う
や
っ
と
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き 

た
。
こ
れ
か
ら
は
三
条
様
の
お
考
え
に
従
っ
て
、
日
本
の

総
鎮
守
に
相
応
し
く
伊
勢
神
宮
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
ん
し
、
全
国
か
ら
大
勢
の
参
詣
客
を
受
け
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ん
。
そ
の
た
め
に
は
鉄
道
も
敷
か
な
き
ゃ
な
ら

ん
し
、
町
だ
っ
て
発
展
も
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。

そ
の
た
め
に
は
電
気
や
銀
行
も
必
要
だ
ろ
う
。
ヤ
ル
こ
と

は
た
く
さ
ん
あ
る
ぞ
。
ま
ず
は
共
に
働
い
て
く
れ
る
伊
勢

の
仲
間
た
ち
と
勉
強
会
（学
習
討
論
の
結
社 

交
修
社
の

設
立
）だ
！
」 

  

と
決
意
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

伊
勢
を
創
っ
た
太
田
小
三
郎 

青
春
編 

（完
） 
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